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　平成19年9月　 弁護士登録
　　　　　　　　　　　松田綜合法律事務所勤務

　平成24年10月　中野法律事務所開業

あっせん人・仲裁人としてのコメント

家事事件、労働事件、不動産取引、借地借家、その他一般の民事事件、企業法務

経験ある分野・担当可能な分野

　コスモスパジオ桜新町303
　03‐6432‐3983

　公正かつ柔軟な視点をもって、紛争解決に向けて丁寧に取り組みたいと思います。

住所

　平成15年3月　 京都大学法学部卒業

　masuya@nakano-law.net
　03‐6432‐3982

主な経歴

　〒154-0015

氏名
ますや　　みなこ　

桝屋　美那子
　中野法律事務所

　弁護士登録以来、家族・不動産・労働・企業法務など様々な業務を行ってきました。
　開業後は地元密着型の弁護士としてより多様な紛争に携わっています。
　こうした経験を活かし、当事者双方の利害を調整して紛争を解決するお手伝いをさ
せていただければと考えています。

　東京都世田谷区桜新町1‐31‐18

自己紹介

写真貼付
※添付くださいます
ようお願いいたします。

資料４
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当会は、貴職から頂いた個人情報を以下の目的で利用及び第三者への提供をすることがあり
ます。

１． 上記でいただいた情報をあっせん人・仲裁人候補者名簿に登載するほか、紛争解決
センターでのあっせん手続・仲裁手続において、当事者があっせん人・仲裁人の選択を
希望する場合、あっせん人・仲裁人候補者名簿の閲覧、交付等による提供を行います。

２． 委嘱した事件の書類等の送付・事務連絡のために利用し、当事者に提供することが
あります。

３． 各種事務連絡、研修等ご案内を行うために利用することがあります。


